
勉強会資料

湯本駅前街区再編に係る
第 3 回 権 利 者 勉 強 会

日時：令和４年５月25日（水）18：00～
場所：常磐公民館 ２階 第１会議室

～ 常磐地区の市街地再生に向けて ～



⑴ これまでの権利者勉強会等の経過

令和３年６～７月

• 湯本駅周辺における今後のまちづくりに向けた検討への御協力
のお願い

関係権利者の皆様への訪問等による説明

令和３年11月15日

• 将来ビジョン（基本方針）の説明と共有
• 駅前街区再編の土地利用の検討状況の説明

第１回権利者勉強会

令和４年１月21日

• 事業手法と検討の区域、補償制度の説明と共有
• 個別面談へのご協力のお願い

第２回権利者勉強会

令和４年３～４月

• 事業及び補償制度に関する説明と共有
• 現在の利用状況の確認
• 事業実施後（土地の再配置後）の利用意向の確認（現時点での）
• 共同利用への参加・協力への意向（現時点での）
• ロードマップ（案）の説明

個別面談
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⑵ 事業の概要と進め方（ロードマップ）について
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① 常磐地区市街地再生整備基本方針 R3.5策定・公表

☚

この取り組みの具現化に向けて



注：事業導入については、権利者の皆様や関係機関と協議中であり、決定したものではありません。

⑵ 事業の概要と進め方（ロードマップ）について
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② 事業導入の検討区域

（市営住宅取壊し）
（市営住宅取壊し）

みゆき
の湯

湯本駅前駐車場

土地区画整理事業などの導入を検討する区域
（街区の再編、駅前広場の再整備、交流拠点施設整備、既存店再建・新規出店）



⑵ 事業の概要と進め方（ロードマップ）について
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③ 交流拠点施設の整備コンセプト（案）

まち庭
MACHI NIWA

駅前街区の再編や交流拠点・駐車場の整備、駅前広場の再整備などにおいて

は、地上部や施設に、共用の広場やアトリウム空間の「たまり場」を設け一体

感を醸成し、全体で居心地のよい「まちなかの庭」と感じるような空間の形成

を目指します。

【コンセプト（基本的な機能）】

人のたまり場➊

情報のたまり場➋

• だれもが居心地がよく、ふらりと訪れたい場

• 市民と観光客の交流が生まれる場

• 市民の様々な活動を支え、また意欲をかき立てる場

• 市民が気負いすることなく、気軽に相談できる場

• 安全・安心な暮らしを支える場

• いわき湯本を魅せる場

• 市民が学び、観光客が地域の歴史・文化に触れられる場

• 新しい情報に出会えると期待がもてる場

• 本市のランドマークとなり、情報を発信し続ける場

【ランドスケープコンセプト】≒ 広場などの空間のデザインテーマ



⑵ 事業の概要と進め方（ロードマップ）について
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④ 交流拠点施設への導入機能のイメージ（案）

人のたまり場➊

情報のたまり場➋

• だれもが居心地がよく、ふらりと訪れたい場
• 市民と観光客の交流が生まれる場
• 市民の様々な活動を支え、また意欲をかき立てる場
• 市民が気負いすることなく、気軽に相談できる場
• 安全・安心な暮らしを支える場

• いわき湯本を魅せる場
• 市民が学び、観光客が地域の歴史・文化に触れられる場
• 新しい情報に出会えると期待がもてる場
• 本市のランドマークとなり、情報を発信し続ける場

《温泉とフラ》
施設の機能や

空間構成に導入

《温泉とフラ》
施設の機能や

空間構成に導入

《たまり機能》
共用の

空間・土地利用

《スパ＋ヘルス》

《たまり機能》
共用の

空間・土地利用

《たまり機能》
共用の

空間・土地利用

《たまり機能》
共用の

空間・土地利用

 利用者同士（住民・旅行客）
のふれあいの場

 いわき湯本温泉の情報
発信拠点

 文化とのふれあいの場

 健康・美容の進増

《ライフ》

 「食」

 観光案内

 キッズ（託児所）

 金融 など

《モビリティ》

 駐車場

 カーシェア

 レンタサイクル

 キックボード など

 公共交通
（鉄道、バス、タクシー）

《温泉とフラ》
施設の機能や

空間構成に導入

 住民票や証明書等の申請窓口

 地域との協働まちづくり拠点

 納税相談（証明書）

 地域都市基盤の見守り

 地域の防災活動拠点

《コンシェルジュ》

 デジタル申請サポート

 地域包括ケアの拠点

《温泉とフラ》
施設の機能や

空間構成に導入《infoライブラリ》

 総合図書の貸出窓口（本の駅）

 調べものナビゲーション

 市民の課題解決につながる
知の拠点

 地域の文化・歴史の情報発信拠点

 多世代が集う学びの場

 だれでもふらっと自由空間

 地域活動のホーム

 学びと活動を通した学習拠点

 地域活動の情報ネットワーク拠点

《カルチャー＋アクティビティ》

 市民同士の交流促進

 日常スポーツ・レクリエーション
活動拠点

 災害時の避難場所・避難所

《ライフ》

 「食」

 観光案内

 キッズ（託児所）

 金融 など

《温泉とフラ》
施設の機能や

空間構成に導入 《たまり機能》
共用の

空間・土地利用

 外湯文化の継承

外でもフラ！

ちょっとついでに！

ごろりごろり！

汗流そうかな！
外でも読書！

文化を知って・触れる！電車くるまでの
時間つぶしに！

いわき湯本にきた！

MACHI NIWA

まち庭
• 共用の広場やアトリウム空間の「たまり場」

を設け一体感の醸成

• 全体で居心地のよい、「まちなかの庭」と

感じるような空間の形成

 魅力を高め新たな賑わいや交流に繋げられるように、公共と民間の機能の
複合的な導入を図ります。

老朽化した公共施設（常磐支所、常磐市民会館、常磐公民館、常磐図書館、関船体育館）を新しい機能として再編
＋

民間収益施設（温浴施設や観光案内、キッズ等）との複合化



 駅前街区を再編することで一体的な敷地を創出し、駐車場からの人の動線
や安全性に考慮しながら、魅力的な空間となるように、まち庭の中に機能
を配置することとします。

 機能は複合化的に、空間が繋がるように配置することとします。

注：基盤整備及び交流拠点施設整備の検討区域や配置、動線は現時点でのイメージであり、決定したものではありません。

⑵ 事業の概要と進め方（ロードマップ）について
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⑤ 土地利用計画のイメージ（案）

ＪＲ湯本駅

緑道

《モビリティ》
自動車駐車場

自動二輪車駐車場
自転車駐車場

《駅前交通広場》
路線バス乗降場
タクシー乗降場
一般車乗降場

《ライフ》
新規出店地

《ライフ》
既存店再建
新規出店地

《ライフ》
既存店再建
新規出店地

基盤整備
導入検討区域

歩行者動線

自動車動線

交流拠点施設
整備検討区域

《スパ＋ヘルス》

《モビリティ》

《行政（支所）》

《infoライブラリ》

《ｶﾙﾁｬｰ＋ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨ》

《ライフ》



注：当該イメージは、自由な視点で駅前の望ましい姿を描いたものです。

⑵ 事業の概要と進め方（ロードマップ）について
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⑤ 土地利用計画のイメージ（案）

交流拠点のイメージ

参考 交流拠点施設のイメージ（じょうばん街工房21資料より引用）



注：今後の事業進捗に伴い変更となるものです。各段階において継続して権利者の皆様の合意形成を図ります。

⑵ 事業の概要と進め方（ロードマップ）について
⑥ ロードマップ（案）
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官民
対話

施設のあり方
イメージ

実現可能性
よりよい提案

（プロポーザル設計）
実施設計

工事
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の考え方

検討

改善

検討

改善

検討

改善

検討

改善
運営

検討

改善

検討

改善

 交流拠点施設の整備は、官民対話を行いながら、段階的に検討を進め、民間の
アイデアやノウハウを最大限に活用していきます。

 街区を再編する事業（土地区画整理事業）は、都市計画決定や事業計画の認可
を経たあと、仮換地の指定を行い、移転や工事に着手することとなります。

都
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（
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個
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談

）

（
第
２
回
勉
強
会
）

（
第
１
回
勉
強
会
）

事業実施区域等を定めます

物件調査も踏まえ資金計画等を定めます

再配置後の場所や面積を定めます

道路の築造や宅地の整地を行います
建物の解体や移転を行っていただきます



❶ 建物などの物件調査の実施

❷ 共同利用に関する勉強会の開催

駅前街区再編の担当課である都市整備課から、物件
調査の予定時期や内容などについて説明します。

駅前を魅力ある一体的な空間とする取組みについ
て、都市計画から説明します。

9

⑶ 令和４年度の取組みへの御協力のお願い



事業前 事業後

宅地と公共施設（道路等）の総合的な整備を図る。

 土地区画整理事業の制度概要
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⑶ ➊ 建物などの物件調査の実施



移転にあたっては、市が国の基準に基づき、その費用（建物移転料
など）について算定を行い、補償金をお支払いすることとなります。

※ 建物構造や移転方法などの条件により、適用となる補償項目・内容は、個々に異なります。 11

 補償項目・内容

⑶ ➊ 建物などの物件調査の実施



 物件調査について

※１ 物件調査は、専門の調査会社が各戸へお伺いし、建物内部・外部、外構、

家財動産、営業動産など、詳細に現況把握を行います。

※２ 補償金算定につきましては、公平性を確保するため、「公共事業の施行に

伴う補償基準等」が定められており、基準に基づき算定を行います。

※３ 補償金については、個々に条件が異なることから、個別説明となります。

※４ 移転については、個々に移転時期が異なることから、権利者の皆様御自身で

行っていただくこととなります。

R４-５
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⑶ ➊ 建物などの物件調査の実施



⑶ 令和４年度の取組みへの御協力のお願い

❶ 建物などの物件調査の実施

❷ 共同利用に関する勉強会の開催

駅前街区再編の担当課である都市整備課から、物件
調査の予定時期や内容などについて説明します。

駅前を魅力ある一体的な空間とする取組みについ
て、都市計画から説明します。
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 共同利用に向けて

個別面談では、検討区域内の土地建物所有者様やお店を営んでいる皆様に、

土地が再配置された場合、個々の整備（再築）ではなく、共同で開発する
方法も想定されることから、「共同開発への参加・協力の意向」について
お聞きしました。

ぜひ検討

7%

条件により検討

65%

難しい

14%

未回答

14%

共同開発への参加・協力について
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⑶ ➋ 共同利用に関する勉強会の開催



 共同利用に向けて

参考 民間共同利用のイメージ（ボーナストラック（東京都世田谷区））

共同利用・共同開発は、駅前を魅力ある一体的な空間とする方法の一つと
考えられます。

敷地面積：2093.35㎡ 建築面積：503.65㎡ 延床面積：907.39㎡ 店舗・住宅一体型のSHOP棟（４棟） 商業棟（１棟） 14店舗
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⑶ ➋ 共同利用に関する勉強会の開催

（ex.有効かつ効率的な土地利用や建物利用、コストダウン）



 共同利用に向けて

実現に向けては、多様な主体の連携・協働（関わり）が必要となります。
そのため、個別面談で「ぜひ検討」「条件により検討」と回答された方か
ら、共同利用に向けた勉強会をスタートしていきたいと考えています。

行政 金融 専門家

地域団体等 権利者 事業者

※８～９月頃からのスタートを予定（開催時期は、準備の状況により変更となる場合があります。
開催時期が決定しましたら、ご連絡いたします。）
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⑶ ➋ 共同利用に関する勉強会の開催



今後の予定について
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＜検討区域内の土地建物所有者様やお店を営んでいる皆様へ＞

• 物件調査も進めながら、継続して再配置場所などのご相談をさせていただき
たいと考えております。準備が出来次第、ご連絡いたしますので、よろしくお
願いします。
※不明な点などがありましたら、都市整備課（22-1276）までご連絡ください。

• 個別面談において、共同利用について「ぜひ検討」「条件により検討」と回
答された方を対象に、勉強会の準備が出来次第、開催についてご案内をさせて
いただきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
※本日以降、参加を希望される方は、都市計画課（22-7513）までご連絡ください。

＜常磐地区市街地再生に向けた取組みについて（情報発信）＞

• 市ホームページに検討状況を掲載しています。また、適宜、広報いわきや地
区回覧版等を活用し、情報を発信しますので、よろしくお願いいたします。

【URL】http://www.city.iwaki.lg.jp/www/sp/contents/1599438023049/index.html

【QRコード】



本日は、ありがとうございました。
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未来へ魅力のある「常磐湯本町」を繋げていくために、本事業への
御理解・御協力をお願いいたします。


